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表紙写真
クリスマスソングといえば、山下達郎のクリスマス・イブ。先日、初めて「生」クリスマス・イブを体験
することが出来て感激しました。1950年代を再現してるのに、80年代を感じさせる舞台セットもナイ
スでした。
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1．医療事故の特色
医療事故については他の種類の事故と大きな違いがある。
第1に、医療事故の実数は誰にもわからない。たとえば運輸安全委員会のウェブ・サイトに行けば、

2015年10月14日現在で2015年の航空事故件数は24件と明記してある。同様に、2014年の交通事
故死亡件数は5000人を大きく割って4113人である。ところが、日本だけではなく、医療事故につ
いては今年の実数がいくつかはわからないので､推計値だけがある。

第2に、その理由の多くは、医療事故が事故であるかが明白でないところにある。何しろ病院は人
が死ぬところである。死んだというだけで事故にはならない。そもそも医療にはリスクが伴う。した
がって、事故であっても医師もそれに気づかない場合があり、あるいは事故と認めない場合があり、
さらに気づいても隠すことが可能だということになる。

第3に、航空事故のように年間20件程度なら、専門家による第三者機関の調査ができる。交通事
故については、交通警察という専門の警察官を設置しているのであるから、これも全数調査ができる。
だが、医療事故の場合、調査の体制も不十分なのに、仮に本気になって調査するとしたら、医療事故
による死亡事件だけで年間1000件を超える、または推計の仕方によっては1万件を大きく超える事
態に立ち向かわねばならないという現実があった。

2．今回のしくみの特色と今後の展望
2014年医療法改正で成立した今回のしくみは、大きな特色として、院内調査中心、医療事故調査

支援団体による支援、そしていわゆる第三者機関と呼ばれる医療事故調査・支援センターの認定とい
う3点がある。中心は院内調査であり、第三者機関ではない。施行までの動きの中で、第三者機関の
役割は大きく限定された。

要するに、今回のしくみは、医療界中心の事故調査制度だということである。しかも、医療事故調
査・支援センターに認定された日本医療安全調査機構も医師中心の団体であるから、医療界の中でも、

「医療事故の現場に近い医療界」中心のしくみだということができる。その結果、医療事故であるか
否かの判断は、医療機関の管理者に委ねられ、死亡した遺族からの訴えがあれば何らかの調査が始ま
るということにはならない。

このようなしくみになった背景には、わが国に根強いblame culture（非難の文化）がある。「事故
は起きてはならない」。「事故が起きれば、誰かを非難する」。法的介入が望まれて、刑事事件化させ
て犯罪だとし、または民事訴訟で真相究明が図られる（と喧伝される）。

医療界の相当部分がそれはかなわないとして、医療事故調査も自らの領分の範囲内にとどめおこう
としたわけである。

だが、それが賢明な策であったかには疑問が残る。透明性を高めるしくみや第三者機関の設置など
は、これまでのところ多くの分野で試みられている、非難の文化を避ける工夫である。医療事故につ
いても原因究明から再発防止を図るしくみを作るのはすべての人の願いである。今回のしくみについ
てもその実績を見ながら改善を図ることになると思われる。

新たな医療事故調査のしくみ
−その展望

東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授
日本医療安全調査機構運営委員会長

樋口 範雄



1．はじめに

わが国アカデミアにおける橋渡し研究（TR）の拠点
形成は、文部科学省と厚生労働省のイニシアチブによ
って進められてきた（図1）。実際、わが国政府がはじ
めて本格的にTRを計画・推進したのは「がんトランス
レーショナルリサーチ事業」であり、同事業を進める
中で研究の目標管理と進捗管理の重要性が浸透し、ア
カデミアにおけるTRの推進・管理法の原型が確立した。
また、同事業の成果と教訓に基づいて、国内にTRの拠
点を整備することを目的に実施されたのが「橋渡し研
究支援推進プログラム」であり、それを更に発展させ
るために始まったのが「橋渡し研究加速ネットワーク
プログラム」である。一方、厚生労働省では、ヒトに
初めて試験物を適用する治験を実施できる機関として
早期・探索的臨床試験拠点の整備を、国際水準の臨床
研究や医師主導治験の中心的役割を担う機関として臨

床研究中核病院の整備を進めてきた。両省の事業は、
2014年度から統合が始まり、2015年度には（独）日
本医療研究開発機構の管轄下、「革新的医療技術創出拠
点プロジェクト」として再スタートを切った。

本稿では、現在進行中の「革新的医療技術創出拠点
プロジェクト」の概要を説明するとともに、拠点の自
立化に向けた課題について考察する。

2．「革新的医療技術創出拠点プロジェクト」の
概要

本プロジェクトの土台となったのは、文部科学省が
2011年度に開始した「橋渡し研究加速ネットワークプ
ログラム」である。同プログラムでは、恒久的なTR拠
点の確立が目的に掲げられ、各拠点には、新規シーズ
に関する医師主導治験3件以上の開始やネットワークを
介した実用化の促進が求められた。そのための機能強
化の視点として、「国際競争」、「シーズ育成」、「パイプ
ライン管理」、「自立化」、「ネットワーク化」という5つ
のアジェンダが設定され、それらを軸にプロジェクト
が進められてきた。また、同プログラムが現行の「革
新的医療技術創出拠点プロジェクト」として統合され
た際には、プロジェクトに参加する15拠点（現在は14
拠点）を合わせた目標として、2015年度には21件の
治験と 26件の First-in-Human（FIH）試験の開始が、
2020年度には40件の治験開始と40件のFIH試験の開
始が掲げられた（図2）。

本プロジェクトでは、プログラムディレクター／プ
ログラムオフィサー、日本医療研究開発機構、サポー
ト機関である先端医療振興財団、関係省庁が協力して
各拠点を訪問し、目標の達成状況やシーズ開発実績を
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図1 わが国のTR基盤整備の歴史



確認するとともに、拠点の体制やR&Dパイプラインの
整備状況、研究の棚卸メカニズム、研究の一元・一貫
管理体制等について意見交換がなされている。同時に、
各拠点が開発を進めるシーズを種別A（関連特許出願を
目指す基礎研究シーズ）、B（非臨床POC取得及び治験
届提出を目指すシーズ）、C（治験又は先進医療を実施
し、ヒトPOC取得を目指すシーズ）に分類してパイプ
ラインを可視化するとともに、個別シーズの開発スケ
ジュールや開発の「出口」、企業への移管等についても
意見が交換されている。また、その際の基礎資料とし
て、個々のシーズ開発に関する情報を包括的に整理す
る「シーズ基本情報票」が利用され、それをデータベ
ース化する「R&Dパイプライン管理システム」が各拠
点に提供されている。同システムを利用することで、
各拠点におけるR&Dの一元・一貫管理が可能になり、
本プロジェクト全体のシーズ情報が集約された。

こうして整備された拠点の機能を活用し、2015年7
月1日時点において、先行する「橋渡し研究支援推進プ
ログラム」から本プロジェクトまでを合わせて既に87
件（医師主導：72件、企業主導：15件）のシーズが治
験の段階に到達した（図3）。特に2014年度にはその数
が急増し、同年度だけで42件（医師主導：35件、企業
主導：7件）のシーズについて治験が開始されたことは
特筆に価する。すなわち、各拠点のR&Dパイプライン

が着実に稼働し、そこで育まれたシーズが順次治験の
段階に入っていると言える。こうして稼働し始めたパ
イプラインを更に強化し、自律的に稼働し続ける状態
にすることで、わが国大学のTRセンターは世界をリー
ドする競争力を獲得することになる。

3．国際的に通用する拠点としての条件

医薬品・医療技術開発は益々加速化し、国際競争は
更に激化している。知財権の獲得と強化、更にはTRと
それを成功に導く臨床試験はライフサイエンスの生命
線であり、大学のTRセンターが国際的に通用する拠点
として生き残るためには、綿密な知財戦略の下、太く
強力なR&Dパイプラインを確立する必要がある。その
ためには、大学内で行われている膨大な基礎研究（シ
ーズプール）の中から開発に結び付く研究を同定し

（研究の棚卸）、強い権利を確保した上で（特許出願）、
順次R&Dのトラックに載せていかねばならない（図4）。
より多くの有望シーズを獲得するためには、機関や部
局の垣根を越えて広く研究の棚卸しをすべきである。
強い権利を確保することではじめて企業へのライセン
スアウトが進むのであり、そのためには特許出願を目
指す革新的な研究を推進して科学力を強化すべきであ
る。とりわけ、国際競争力のある「シーズ」として研
究を育てる必要があり、実用化する際の臨床的なポジ
ショニングを明確化しつつ、大学として知財権や競合
技術の調査機能を持つべきである。当然ながら、わが
国発の技術を海外に展開するためには、世界に通用す
る品質水準（GMP、GLP、GCP等）に沿って開発を進
めなくてはならない。こうした体制は安定したTRセン
ター機能の上に成立するものであり、大学は自らの責
任をもってセンターの機能を維持・発展させる必要が
ある。

一方で、医薬品・医療技術にかかる開発競争はます
ますグローバル化し、臨床試験の電子化と標準化の流
れが急速に進んでいる。その流れにキャッチアップす
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るためには、各種規制要件（GCP、21 CFR Part 11）
に対応したコンピュータシステムを利用して、各国当
局に電子申請可能なデータ収集とドキュメンテーショ
ンが必要になる。とりわけ、米国FDAは2017年を目途
に臨床試験データをCDISC標準で提出することを義務
化し、医薬品医療機器総合機構（PMDA）のイニシア
チブによってわが国でも対応が進んでいる。そうした
要件に対応し得る強固な ITインフラがあってこそ、わ
が国アカデミアが主導する臨床試験の国際展開も可能
になる。

4．拠点間・地域ネットワークの推進

各拠点が国際競争力ある恒久的なTRセンターとして
確立するためには、拠点間ネットワークを通じたシナ
ジー効果の創出が鍵となる。「革新的医療技術創出拠点
プロジェクト」では、東北大学を事務局としてネット
ワーク構築事業が進行中であり、そこでは3種類のワー
キンググループ（被験者リクルート促進、共有リソー
ス活用、相互モニタリング）が活動している。こうし
た活動を継続することで、拠点間の有機的な協力体制
が構築され、わが国全体のTR支援基盤の合理化とTRの
加速化がもたらされる。また、各拠点が「拠点」であ
り続けるためには、近隣機関の有望シーズを積極的に
リクルートするとともに、近隣機関自体の機能強化に
も努力すべきである。とりわけ、世界的に臨床試験の
迅速化が求められる中、近隣機関とのネットワークを
形成して、臨床試験を迅速に終結する仕組みを構築す
る必要がある。同プロジェクトにおいても、拠点を中
心とするTR／臨床試験ネットワークが既に稼働してお
り（例えば、北大： HTRネット、東北大： TTN、東
大： UHCT Alliance、名大： C-CAM、京大： Kyoto
Alliance For Clinical Achievement、阪大：ACT-Japan、
九大：WAT-NeW）（図5）、今後はそれらの実体化と実
効性の評価が必要になる。なお、近隣機関との連携の
具体例として、米国ハーバード大学を中心に運用され
ているSHRINEというシステムが挙げられる。同システ
ムは、関連5病院の電子カルテから患者情報を匿名化し

て一元化し、病名等での検索を可能にすることで、潜
在的な被験者の洗い出しを可能にするものである。ま
た、地域で行われる臨床試験の検索を可能にして市民
に自主的な参加を促すシステム等、市民と拠点との直
接的なコンタクトの仕組みがあってもよい。なお、稀
少疾患については、近隣機関のみならず、全国規模で
の疾患レジストリー（患者台帳）を構築することでは
じめて臨床試験の迅速化が図られよう。

5．拠点の自立化に向けた課題

国による一連の拠点整備事業を通じて主要大学にTR
の拠点が整備されたものの、その自立化に向けた道筋
は不透明なままである。実際、各拠点が自律的かつ恒
久的な拠点として活動し続けるためには、基盤に対す
る国の支援がなくても継続的にスタッフが雇用され、
個々のR&Dプロジェクトが途切れることなく進行する
状態を実現せねばならない。実際、国の拠点整備事業
の資金も「基盤」から「シーズ」へとシフトする中、
シーズに投入される資金から適正な金額がTRセンター
に割り振られ、センターの裁量で自由に使用できる仕
組みが必要である。そのための方策として、公的研究
費の申請に際しては、開発に必要な費用をTRセンター
とともに見積り、センターへの配分と併せて計上する
ことをルール化することが考えられる。その際、TRセ
ンターに配分される資金については、人件費等にもス
ムーズに活用できるよう弾力的な運用を可能にすべき
である。医薬品等の研究開発にかかる研究の全てにこ
うしたルールを適用することでTRセンターの自立化が
促進されるとともに、シーズへの研究費をインセンテ
ィブとしたセンター間の競争が促進されるであろう。
ただし、TRセンター業務の全てが特定のシーズ支援に
関連するものではなく、研究者の相談対応や教育・訓
練、各種コーディネーション等の業務が一定の比重を
占める点には配慮が必要である。そうした部分につい
ては、各機関独自の財源で手当てがあって然るべきで
ある。実際、特定機能病院には、医療法によって「高
度の医療技術の開発と評価」を行う責務が課せられて
おり、その完全な履行が求められる。そのためには新
規医薬品・医療技術の開発基盤が必要であり、その基
盤を維持・発展させるための人材の育成と継続的雇用
は各法人の責任ではないか。

最 近 で は 、 こ れ ま で に 整 備 さ れ た Academic
Research Organization（ARO）機能を利用して、各拠
点に自立的な活動のための収入が入り始めた。例えば、
全拠点が一定規模のデータセンターを持つようになり、
データマネジメントや統計解析業務の対価を受領して
いる拠点がある。また、いくつかの拠点ではTR型医師
主導治験の実施体制が整備され、企業から早期治験の
受託が始まった。また、細胞加工施設について、一部
を企業に貸与して維持・管理料収入を得ている拠点が
あるが、細胞製剤等の製造を外部から受託して健全な
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収支バランスを実現した大学はまだない。しかしなが
ら、これらの事例は現時点で限定的であり、健全なビ
ジネスレベルにまで成熟するには時間がかかる。それ
を促進するためには、各TRセンターが自らのサービス
を可視化した上で無償・有償に仕分けし、後者につい
ては早急にサービス価格を設定して適正に運用すべき
である。また、TRセンターの貢献によって法人が受領
する知財収入や事業収入については、センターへの配
分ルールを早急に策定する必要がある。そもそも自立
化の前提条件として、事業体としてのTRセンターの範
囲を明らかにして、センターとしての収支を明確化す
る必要がある。何よりも、センターは研究者（顧客）
にサービスを提供し、研究者はそれを購入する、とい
う意識改革が必要である。一方で、現在、各拠点はTR
の全スペクトラムについて包括的な支援体制を構築し
ようとしているが（図6）、それが一定レベルに達した

段階で選択と集中の動きがあって然るべきである。そ
の際、学内のTRセンターとして必然的に担わねばなら
ない機能とそうでない機能を仕分けするとともに、他
の類似機関に比べての優位性、サービスとしての継続
性等について十分に検討せねばならない。また、セン
ター内の環境を分析して「強み」と「弱み」を明らか
にするとともに、置かれた外部環境に照らして「好機」
と「脅威」を見極めることも必要になる。そうしたプ
ロセスを経て、個々の拠点は自らの得意分野を更に強
化しつつ、不得意分野を外部に委ねるという動きが出
てこよう。その結果として、必然的に拠点の特色化、
すなわち、他拠点との差別化が図られていく。そうし
た動きを促進し、特に強化できる機能をコアコンピタ
ンス（戦略的価値×業務遂行能力）として確立できない
限り、TRセンターとしての実質的な自立化は無い。

6．まとめ

わが国アカデミアに形成されたTR拠点の機能強化が
進み、各拠点のR&Dパイプラインが着実に稼働し始め
た。各拠点が国際的に通用する拠点として自律的・安
定的に稼動し続けるためには、系統的なシーズ発掘を
通じてR&Dパイプラインを確固たるものにしつつ、急
速に進む臨床試験の電子化・標準化に対応する必要が
ある。また、日本医療研究開発機構の下にわが国アカ
デミア全体のシーズを一元・一貫管理し、ネットワー
クを活用してそれらの開発を加速化することで、わが
国は強力な医療イノベーション創出国家になるであろ
う。
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ある介入を実施する場合と実施しない場合、あるい
は介入Aを実施した場合と介入Bを実施した場合、その
介入を受ける者がどれくらい益 benefitsを受けるか、
どれくらいの害harmsを受けるかを知るには臨床研究
のデータが必要である。

死亡のような望ましくないアウトカムが減る、ある
いは生存のような望ましいアウトカムが増えることを
証明する研究手法としてランダム化比較試験が最も重
要であることには異論はないであろう。介入に望まし
くないアウトカムを減らす効果があれば、リスク比あ
るいはオッズ比は1未満の値なり、たとえばリスク比
0.5であれば、望ましくないアウトカムを持つ者が対照
の介入に比べ半減することを表す。

副作用などの害のアウトカムについては、特に頻度
の低いものについては、ランダム化比較試験だけでは
とらえられないこともあり、コホート研究あるいは症
例対照研究、場合によっては症例集積や症例報告で初
めて明らかになることもある。

このような、介入の益のアウトカムと害のアウトカ
ムに対する効果が明らかになっている場合でも、その
介入を受けるか受けないかを決める際には、その人の
価値観が影響することは議論の余地がないであろう。
多くの場合、その個人の年齢、性、重症度、併存疾患
などの状況が異なり、さらにどのアウトカムに重きを
置くか、たとえば生存期間なのかQOL（Quality of life）
なのか、は個人によって異なるのが普通である。

また、益と害はトレードオフの関係にあることが多
く、ある益を得るためには、ある害のリスクを受け入
れなければならないということが多い。つまり、介入
を受ける立場で言うと、その介入を受けるかどうかを
決める際には、評価の基準項目が複数あり、それらの
重要度が個人によって異なり、それぞれの基準項目に
ついてどの選択肢が一番好ましいと思うかも個人によ
って異なるのが普通である。また、介入を勧める立場
からも同じことが言える。このような状況で介入を受

けるかどうか決断する際の手法として、多基準決断分
析multi-criteria decision analysis（MCDA）が考案さ
れている 1,2）。今回は、これらの内、バランスシート、
Ordinal method（ Rank order method） 順 位 法 と
Analytic Hierarchy Process (AHP)階層分析法について
紹介したい。

基本的な考え方

介入Aと介入Bのどちらを選ぶべきかを考える場合、
たとえば益のアウトカムとして治癒を取り上げ、介入A
の治癒率が高いことがわかれば、治癒率の高い介入Aを
選ぶのが最善の決断である。しかし、害のアウトカム
として副作用による死亡が起き、死亡率は介入Aの方が
介入Bより高かった場合、介入Aを選択することが必ず
しも最善とは言えなくなる。

この場合、治癒率という評価の基準項目と副作用に
よる死亡という基準項目のどちらを重要視するか、お
よびこれら2つの基準項目に関して介入Aと介入Bはど
ちらが好ましいかを決めることによって、どちらの介
入を選択すべきかを決定するのがMCDAの基本的な考
え方である。

治癒率という基準項目と副作用による死亡という基
準項目のどちらを重要視するかは、その疾患のもたら
す症状の重さ、その頻度、それらに対する判定者の受
け止め方によって異なってくる。たとえば、死亡率の
高い疾患であれば、副作用による死亡がある程度の頻
度で起きても治癒して生存するというアウトカムの方
をより重要と考えるであろう。一方で、急性の疾患で
死亡率は極めて低く、益のアウトカムとして期待でき
るのは症状の軽減だけの介入であれば、死亡という副
作用は重く見るのが普通であろう。

一般化するために、3つの治療選択肢について効果を
症状の消失、疾患進行の停止、という2つの益のアウト
カム、副作用を重大な副作用と軽度の副作用という2つ

価値観を反映した
益と害の評価法

森實　敏夫
Toshio Morizane

公益財団法人日本医療機能評価機構 客員研究主幹
東邦大学医学部 客員教授

大船中央病院 消化器・IBDセンター 非常勤医師

シリーズ
第35回
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の害のアウトカム、および費用としてひと月当たりの
治療費を考慮するバランスシートの一例を示す（表1）。
関節リウマチのような疾患を想定した例である。

このようなバランスシートを眺めると、症状の消失
を強く望む場合には治療Aを選択するのが最善と思われ
るが、一方で進行の停止は治療 Cの効果が一番高く、
治療Cを選択すべきと思われる。さらに、重大な副作
用は治療Cの頻度が最も高く、治療Aが最も低いので、
治療Aが最善の選択のようにも思える。このように、
それぞれのアウトカムごとに見ていくと、最も好まし
いと考えられる治療が異なるため、どれを選択するの
が最善なのか決めることが困難になってしまう。バラ
ンスシートの臨床決断への応用については1990年に
Eddy3）により益と害の判定のための強力なツールとし
て報告されているが、その後実用的な展開はされてい
なかったのは解析方法が未発達だったためと考えられ
る。しかし、その後MCDAのさまざまな手法が開発さ
れ、このような状況でも、最善の選択肢を合理的・定
量的に決定することが可能になってきたといえる。

Ordinal method順位法

まず、Ordinal method（Rank order method）順位
法を適用してみよう。それぞれの基準項目について3つ

の治療の好ましさについて最も好ましいものから順位
をつけたのが表2である。

益のアウトカムについては応答率が高い順に、害の
アウトカムについてはは頻度の低い順に順位をつけれ
ばいいので、このような判定は容易である。

次に、評価の基準項目に重要度に応じて順位を付け
たのが、表3である。たとえば、効果の下位の基準項目
としては症状の消失と進行の停止の二つの項目がある。
これら二つの項目の重要度は互いに対して相対的に判
定し、順位を付ける。これら二つの項目の重要度の合
計が効果の重要度になり、効果の重要度は、害と費用
の基準項目の重要度に対して相対的に決められる。副
作用の下位の項目である重大な副作用と軽度の副作用に
ついてもその重要度を相対的に判定し、順位を付ける。

これらの順位付けは評価者の価値観を反映して決め
られる。たとえば、その時点での症状を非常に苦痛と
感じている者であれば、進行の停止より症状の消失を
より重要視するかもしれない。その場合には、順位は
逆転することになり、症状の消失を1、進行の停止を2
とすることになる。

これらの順位で重みづけして、治療A、B、Cの価値
を決めることが可能になるはずである。順位を重みの
値に変換する方法として、セントロイドcentroidを用
いることが提案されている。たとえば、2つの基準項目
の場合1位に0.75、2位に0.25という重みの値を付け
る。合計すると1.0になるような値を用いることになる。
項目数をK、順位をkで表すと、セントロイドwkは次の
式で算出される。

 治療 益：効果 害：副作用 費用

  症状の消失 進行の停止 重大な副作用 軽度の副作用 出費 /月

  応答率 応答率 頻度 頻度 費用

 A 95% 65% 0.1% 1% 2000円

 B 90% 75% 0.5% 5% 5000円

 C 85% 85% 1% 10% 10000円

表1 バランスシート

 治療 益：効果 Effectiveness 害：副作用 費用

 症状の消失 進行の停止 重大な副作用 軽度の副作用 出費 /月 

  応答率 順位 応答率 順位 頻度 順位 頻度 順位 費用 順位

 A 95% 1 65% 3 0.1% 1 1% 1 2000円 1

 B 90% 2 75% 2 0.5% 2 5% 2 5000円 2

 C 85% 3 85% 1 1% 3 10% 3 10000円 3

表2 好ましさの順位を加えたバランスシート

 治療 益：効果 Effectiveness 害：副作用 費用

 順位 1 2 3

 症状の消失 進行の停止 重大な副作用 軽度の副作用 出費 /月

 順位 2 1 1 2 

  応答率 順位 応答率 順位 頻度 順位 頻度 順位 費用 順位

 A 95% 1 65% 3 0.1% 1 1% 1 2000円 1

 B 90% 2 75% 2 0.5% 2 5% 2 5000円 2

 C 85% 3 85% 1 1% 3 10% 3 10000円 3

表3 好ましさの順位と重要度の順位を加えたバランスシート

 



項目数9個までのセントロイドの値を表4に示す。た
とえば、項目数3個の場合、順位1のセントロイドは
(1/3)(1/1+1/2+1/3)=0.611となり、順位2は(1/3)(1/1+
1/2)=0.278、順位3は(1/3)(1/3)=0.111となる。

表4の順位の値をセントロイドに基づく重みの値に変
換したのが表5である。

表5の治療A、B、Cの各基準項目の重みは好ましさ
の程度を反映しており、基準項目の重みは重要度を反
映している。これらの重みは判定者の価値観を反映し
ている。

これらの値から、治療Aのまとめスコアは(0.611×
0.25+0.111× 0.75)× 0.611+(0.611× 0.75+0.611×
0.25)× 0.278+0.611× 0.111=0.382となる。同様に、
治療Bのまとめスコアは(0.278×0.25+0.278×0.75)×
0.611+(0.278× 0.75+0.278× 0.25)× 0.278+0.278×
0.111=0.278、 治 療 Cの ま と め ス コ ア は (0.111×
0.25+0.611× 0.75)× 0.611+(0.111× 0.75+0.111×
0.25)×0.278+0.111×0.111=0.34となる。これら3つ
の治療のまとめスコアの合計は1.0となる。

この結果からは、まとめスコアは治療A＞治療C＞治
療Bの順で大きくなり、治療Aの価値が一番高いと判断
しているということがわかる。もし、進行の停止より
症状の消失を重要視した場合にはどうなるか計算して
みよう。進行の停止の重みを0.25、症状の消失の重み
を0.75に変えて同様の計算をしてみると、治療A、B、
Cのまとめスコアは0.535、0.278、0.187となり、ま
とめスコアは治療A＞治療B＞治療Cの順で大きくな
り、順位は変動したが治療Aの価値が一番高いと判断し
ているということは同じであった。

このように基準項目の重要度、それぞれの基準項目
について選択肢の好ましさに順位を付けて、順位をセ
ントロイドに変換して、その値を重みづけに用いて選
択肢の価値を決定することが可能である。

Analytic Hierarchy Process（AHP）階層分析法

AHPでは順位を付ける代わりに、それぞれの項目を
ペアで比較し、重要度あるいは好ましさを比として評
価し、その値から重みの値を求める方法である。手順
は以下の通りである。
1. 選択肢 −基準項目（criteria）−決断ゴールのMCDA

（Multi-criteria decision analysis）モデルを作成す
る。

2. それぞれの基準項目のペアを比較しながら重要度の
比を1ー9点で評価する。

3. それぞれの基準項目ごとに選択肢のペアを比較しな
がら、基準項目について好ましさの比を1ー9点で
評価する。

4. 評価スコアを標準化するため固有値eigenvalueある
いは幾何平均などに変換して重みづけの値に用い
る。

5. 評価の整合性を整合性インデック Consistency
Indexで確認する。

6. 重みづけした総合スコアを算出し、一番ゴールにか
なう選択肢を選ぶ。

7. 必要に応じて感度分析を行う。
一般化したモデル（図1-A）および上記の例（図1-B）

と大腸癌検診の例のモデル（図1-C）を図1に示す。
AHPでは基準項目の重要度およびそれぞれの基準項

目に関する選択肢の好ましさをペアで比較する際に、
図2のような導出スケールを用いることができる。

図2の上の例では、前処置と手技の重要度をペアで比
較するためのものであるが、同じくらい、やや重要、
重要、かなり重要、絶対的に重要のいずれが該当する
かを決め、さらにこれらの中間かどうかを検討して、1
〜9のスコアを付ける。たとえば、前処置よりも手技の
方が重要だと考えた場合、右の矢印の方向で重要のス
コア5を選択する。このスコアは手技の方を前処置より
5倍重要と考えるという意味になり、前処置は手技より
重要度は1/5であるという意味になる。
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 治療 益：効果 Effectiveness 害：副作用 費用

 重み 0.611 0.278 0.111

 症状の消失 進行の停止 重大な副作用 軽度の副作用 出費 /月

 重み 0.25 0.75 0.75 0.25 

  応答率 重み 応答率 重み 頻度 重み 頻度 重み 費用 重み

 A 95% 0.611 65% 0.111 0.1% 0.611 1% 0.611 2000円 0.611

 B 90% 0.278 75% 0.278 0.5% 0.278 5% 0.278 5000円 0.278

 C 85% 0.111 85% 0.611 1% 0.111 10% 0.111 10000円 0.111

表5 順位をセントロイドに基づく重みに変換したバランスシート

 項目数

 順位 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 0.75 0.611 0.521 0.457 0.408 0.37 0.34 0.314

 2 0.25 0.278 0.271 0.257 0.242 0.228 0.215 0.203

 3  0.111 0.146 0.157 0.158 0.156 0.152 0.148

 4   0.063 0.09 0.103 0.109 0.111 0.111

 5    0.04 0.061 0.073 0.111 0.083

 6     0.028 0.044 0.054 0.061

 7      0.02 0.033 0.042

 8       0.016 0.026

 9        0.012

表4 セントロイド
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選択肢の好ましさの判定は、図2の例では、手技につ
いて便潜血反応を年1回の選択肢と大腸鏡を10年に1
回の選択肢をペアで比較した場合、便潜血反応を年1回
の選択肢の方が絶対的に好ましいと考えた場合は、左
向きの矢印のスコア9を選択することになる。

このようにAHPではペアでの比較で、重みの値の比
を決めて、その比の値から重みの値を割り出そうとす
る方法を用いる。その計算法としてマトリックスの計
算としてEigenvectorからEigenvalueを求める方法など
がある。ここでは、簡易法を用いて重みの値を算出する。

たとえば、4つの基準項目の重みを算出したい場合、
図2の上の導出スケールを用いてペアで比較するが、表
6のようなマトリックスを作成して、各ペアの比較のス
コアを入力する。行の基準項目を列の基準項目と比較
してどれくらい重要と考えるかを判定したスコアの値
である。まず、対角線上のセルは同じ項目の比較なの
で、すべて1になる。大腸癌予防に効果があることを副
作用が少ないことよりもやや重要であると考えた場合、
すなわち3倍重要であると考えた場合、2行目3列目の
セルに3を入力する。一方で、同じペアの比較が3行目
2列目のセルにあるが、こちらは自動的に逆数である
1/3の値に設定することになる。すなわち、対角線の上
にあるセルの値を決めると全体のセルの値が決まるこ
とになる。

 

 

 
 

図1 Multi-criteria decision analysis（MDCA）モデル

図2 基準項目、選択肢の比較のための導出スケール
上は重要度を比較するため、下は好ましさを比較するためのスケールである
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表6 基準項目のペアの比較



基準項目に関する選択肢の好ましさの判定について
も同様である。図3に示す例では、大腸癌予防に効果が
あるという基準項目に関して、便潜血反応を年1回より
も大腸鏡を10年に1回の方がやや好ましいと考えたの
で、2行目3列目のセルの値は1/3としてある。このス
コアの設定はエビデンスに基づいて行われる。それぞ
れの選択肢がどの程度の効果があるかを示すシステマ
ティックレビューに基づくエビデンスから判定者がど
の程度好ましいと思うかをスコアとして表すのである。
ここでは、あくまでも例であるが、毎年の便潜血反応
で大腸癌による死亡が33%減少し、10年に1回の大腸
鏡で50%減少し、5年に1回のS状結腸鏡と便潜血反応
で約40%減少するという前提で判定を行った。

このようにペアでの比較で重要度あるいは好ましさ
を比として設定したのち、それぞれの項目の重みを算
出する。簡易法の手順を以下に述べる
1. 各列の合計を算出する。
2. 各セルの値を各列の合計値で割り算する。
3. それらの値の行ごとの平均値を算出する。これが重

みの値になる。
これらの計算はMicrosoft Excelなどの表計算ソフト

で用意に実行可能である。4つの項目までの計算表を図
4に示す。

ペアでの比較を行うと、全体として整合性が取れな
くなってしまう可能性がある。それをチェックするの
が整合性インデックスで、通常0.1以下であれば問題な
いとされる。もし0.1を超えるような場合は、どこかの
ペアの比較が全体の順位と整合性が取れていない可能
性があるので、再度評価を行う必要がある。

各基準項目、下位基準項目の重要度、各基準項目に
関する選択肢の好ましさを判定したのち、総合スコア
を算出して、総合判定を行う。総合スコアの算出は上
記の順序法と同じ考え方で行う。実例を図5に示す。

この例は著者の価値判断に基づいた例であるが、大
腸鏡を10年に1回受けるのが最善であるという結果に
なった。
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図3 基準項目に関する選択肢の好ましさの判定結果

図4 AHPによるペアの比較から重みと整合性インデックスConsistency Index （CI）を計算する計算表
ライトグレーで示す式は、左側の該当するセルに入力されている　MULTI( )関数は行と列の掛け算の合計を求める関数である
ライトグレーのセルに値を入力するとカラムRのグレーのセルに必要な結果が表示される
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まとめ

治療法や診断法などの介入によってもたらされる益
と害を評価する際には、臨床研究によって示される効
果の大きさと確実性の評価だけでなく、アウトカムの
重要性の評価が必要となる。効果の大きさをどれくら
い好ましいと思うか、アウトカムの重要性をどの程度
に評価するかには価値観や嗜好が影響し、個人差があ
る場合が多い。個人差が大きい場合には、これらの評
価を個別に行うのが望ましい。

しかし、一つの選択肢がすべての評価の基準項目に
おいてすぐれているとは限らないので、合理的な判定
が困難な場合が出てくる。そのような場合には、今回
紹介した方法が有力なツールになると考えられる。

臨床決断Medical decision makingはエビデンスだけ
でなく、最終的には価値Valueに基づいて行う必要があ
ると考えられ、価値に基づく医療の重要性が提唱され
ている 4）。また、診療ガイドライン作成の過程では、エ
ビデンスから決断へのプロセスで透明性を確保し、明
確にする必要がある。このような場合も順位法や階層
分析法は有力な方法になると考えられる。

Agency for Healthcare Research and Quality
（AHRQ）のシステマティックレビューにおける益と害
のアセスメントに関する報告書5）によれば、益と害の評
価法として、今までに16の方法があることが報告され
ている。現状では、どの方法が最善かを決めるのは困
難であるというのが彼らの結論であるが、ここで述べ
た順序法は実行が容易であり、AHPは理論的裏付けが
しっかりしているという特徴があり、この特徴に基づ
いてどちらかを実施することが今後望まれるのではな
いかと著者は考える。
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図5 AHPによる3つの選択肢の総合スコアによる判定の例
左の方の各セルの値は、AHPによって算出した重みの値である　総合スコアは右側のセルに示す式で算出される
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1．はじめに

発表倫理をめぐる講演や学外講義の場で、時として
ミスコンダクトの実態と問題点に関連し、根本的な質
問を受けるときがある。そのひとつに、科学研究の目
的は何かという指摘があり、個人的な感想を述べてみ
たい。

科学研究の目的やその位置づけは、時代や社会状況
とともに変わるものである。人々や社会との関係性も
変化するだけに、研究者が守るべき規範や行動様式を
示す研究倫理も変わっていく。また、同時代のなかで、
異なる文化に基盤を置いた、異なる研究倫理観が並存
しているのかもしれない。目的や役割は変化するもの
であるだけに、初期の目的を確認することが出発点に
なる。

2．知的好奇心からの出発

科学研究の目的を考えてみよう。ヨーロッパに富と
変動をもたらした大航海時代をへて、経済的に豊かな
市民階級が主要地域に出現してきた。17世紀の初期、
オランダの市民たちは、画家に集団肖像画を描かせ、
静物画を室内に飾るようになった。それまで、画家の
パトロンは、宮廷や寺院であり、主に歴史画や宗教画、
そして肖像画が生み出されてきた。経済的な富を得た
人々が、日々の生活の豊かさを、絵画のなかに記憶さ
せたといえよう。

科学が生まれた17世紀、その目的は、第一に「知的
好奇心」を満たし「精神のやすらぎ」を得ることであ
り、高尚な趣味として考えられてきた。それが、「経済
発展」や「生活の質」の向上、さらに「安全保障」の
強化、という実益を目的とするようになっていった。
米国大統領クリントンの明快な言葉が、科学政策立案
のための基礎資料である“Science and Engineering
Indicators 1998”（National Science Foundation）の
Overview欄巻頭に掲げられていた。
「科学技術の改良は新しい経済発展の基盤となるだけ

でなく、さらにそれ以上の影響がある。科学技術への

投資は、より高い収入を得られる仕事、より快適な医
療、より強固な国家的な安全、そしてすべてのアメリ
カ国民の生活の質に寄与する。新しい世紀の、世界規
模での経済を活気付ける先端産業での主導権を維持す
るために、アメリカの能力として欠くことのできない
ものである」。

日本においても、1995年の科学技術基本法で、科学
技術創造立国を目指し、さらにフロントランナーへと
位置取りを変えることを宣言した。　　　　　　　　　　　

3．科学研究が生活を豊かにする

科学研究とその応用が人々に幸せをもたらした例に、
ジョサイア・ウェッジウッド（Josiah Wedgwood,
1730-1795）の陶器製造 1,2）が当てはまることを知った
のは、1995年の秋にロンドンのウエルカム医学史図書
館に滞在していた時であった。ウイリアム・モリスの
デザイン作品やコンスタブルの風景画で知られている
ヴィクトリア・アルバート博物館で、ウェッジウッド
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図1 ウエッジウッドの実験陶片
作成番号、窯の記号、燃焼温度などが、陶片に示されている
実験の詳細はExperimental Bookに記載している
出典：www.gutenberg-e.org



特別展（The Genius of Wedgwood）を偶然見る機会
があった。ウェッジウッドは「女王の陶器」と呼ばれ
王室に用いられたことをきっかけに、イギリスの家庭
に普及していった。女王と同じ陶器を使用することで、
人々は生活の豊かさを実感したかったのであろう。

このウェッジウッドの陶器製造の成功には、彼の科
学者精神が反映していた。同じ色彩と強度を得るため
に、土や顔料による実験を繰り返し、その結果を
Experimental Book（実験ノート）に記録し、最適な燃
焼温度や時間などを明らかにした（図1）。また、正確
な温度管理の必要から高熱温度計を発明し、1783年こ
れらの業績で王立協会（Royal Society）の会員に推薦さ
れ、その成果を 1784年の Philosophical Transactions
誌に発表した。

実験成果をもとに質の高い同質の陶器を大量に生産
し、地域を超え、全イギリスをマーケットとした。日
本でも、褐色の麻から白い木綿への衣装の変化や、白
色の地の瀬戸焼の普及などは、人々の心を明るくした
であろう。それまで、生活に必要な物産は基本的に、
各村や町での自給自足体制のもとで提供されていた。
しかし、大量に優れた安価な商品が生産されるように
なり、いわゆる近代資本主義経済の形成により、物流
が全国的な規模で起き、運河の整備などが進行した。
科学が経済発展の基礎となる図式を示す例に、ウェッ
ジウッドの陶器製造はよく当てはまる。科学の成果が
人々の生活の豊かさに結び付いた代表的な事例のひと
つである。科学研究は、個人の趣味を超え、産業革命
を支える知識基盤へと発展した。なお、ロンドンのブ
リティシュミュージアムで、啓蒙主義ギャラリーの常
設展示のなかに、ウェッジウッドの実験陶片を見るこ
とができる。

4．科学研究を伝える

中世の学術世界では、学者はヨーロッパ各地の大学
や寺院を訪問し、そこで保管されてきたマニュスクリ
プト（手稿本）と、書物の周辺や文末に記載された先
人たちの注釈（marginal note）を読むために旅をして
いた。かれらは旅する学者 3)（wandering scholar）と
呼ばれた。旅を通した学術情報の伝達は、ゆっくりと
したものであった。

近世初期になり、科学的な知見は、学会を中心に口
頭で伝えられ、それが記録されるようになった。また、
新しい発見や考えは、学術的私信（scientific letter）に
より、個人やグループ間でやりとりされ伝播していっ
た。王立協会の書記であったオルデンバーグ 4)（H.
Oldenburg）は、寄せられた手紙や、イギリスやヨー
ロッパに散らばったコレスポンデントからのニュース
などを、関心あると思われる人々に転送する役割を担
っていた。近代的な郵便制度はまだ形成されていない
が、オランダの哲学者であるスピノザとロンドンのオ
ルデンバーグの間が、一般的に1、2週間を要していた。

速い例としては、二人の間が片道4日間で送られていた
事例も、『スピノザ書簡集』5)の14と15書簡から見つけ
られる。しかし、私信では誰が最初の発見者かを、特
定することが難しく、先取権をめぐる争いを解決でき
なかった。オルデンバーグは、協会へ送られてきた私
信をもとに 1665年に Philosophical Transactionsを創
刊し、科学情報を広く迅速に伝え、同時に先取権争い
の混乱を収めることに成功した。

Philosophical Transactionsの創刊に二ヶ月先立ち、
パ リ で 書 評 誌 の 性 格 を 持 っ た 総 合 誌 Journal des
sçavansが刊行されていた。オルデンバーグは、世界最
初の学術雑誌を手にし、Philosophical Transactionsを
総合誌でなく、科学の発見と観察記録の掲載の場とし
て発行することを決めた。なぜ科学的な内容に限定し
たのだろうか。当時のイギリスは、清教徒革命後の混
乱期にあり、政治や宗教の話題は対立を増大させるか
らである。現代を例にすれば、戦後の東西冷戦下に政
治的な対立関係にある研究者であっても、専門を同じ
くするものであれば、対立を超えて学術交流ができる
のと同じである。科学は、さまざまな違いを乗り越え
て、合意を形成することを可能にする方法である。

5．変わる目的と変わらない目的

科学や科学者集団、そして学会や学術誌が生まれた
17世紀において、知的好奇心を満たし精神のやすらぎ
を得るという現在と変わることのない役割や目的があ
った。さらに、アインシュタイン（Albert Einstein,
1879-1955）も述べていたように、「科学のもっとも顕
著な実際的効果は、生活を豊かにするものの考案が可
能になることです」6)という指摘に誤りはない。科学応
用がもたらす豊かさの実現は、科学の発展によるもの
である。しかし、20世紀の二度の大戦には、多くの科
学者が協力をし、重要な役割を演じたが、それと同時
に生体実験を含む生命倫理違反を起こし、科学研究に
おける逸脱行為やミスコンダクトも出現した。科学は
巨大になり、人々がコントロールできる範囲を超えた
のである。私たちは、科学研究の影響力が社会全体に
浸透している状況下にあり、個人としての科学へのこ
だわりや想いを忘れていたかもしれない。アインシュ
タインは、ひとりの科学者として、科学研究の目的を
原点から問い返している。少し長いが、デュボスの

『生命科学への道』7)のなかで言及されたアインシュタイ
ンの言葉があり、率直で飾らない声は共感を呼ぶ。
「人々を芸術や科学の道へ導く最も強い動機の一つ

は、厳しく苦しい、そして惨めでわびしい現実生活か
らの逃避であろう。あるいはまた、自由な欲望への束
縛からの解放であろう。こうした消極的な動機に加え
て、より積極的な動機もある。人は誰でも自分自身の
ため、どんな形であれ、明るくシンプルな世界を心に
描きそれを追求する。そして現実の世界をそのイメー
ジで置き換えようと望む。画家、詩人、思索的哲学者、
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自然科学者たちは、みなそれぞれ方法は異なるが、こ
の置き換えを試みている。自分を取り囲む渦巻きのよ
うな小さな現実の社会から離れて、心の安静と平和を
得、明るくシンプルなイメージの世界を形づくるため
に、自分の精神の生活にかけるのである」。
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訂正のお知らせ

本誌掲載記事「山崎茂明．訂正記事を透明化する．あいみっく,2015;36:68-70.」で、Kotzinらの調
査結果を誤って記載してしまいました。執筆段階で自験例の数値と取り違えたものです。訂正記事に関
する記事で訂正を出してしまい、著者として申し訳なく思います。 山崎茂明（記）

誤り箇所：70頁の「6．訂正理由と発生場所」、上から14行から15行。
「1位は本文で40%、2位は著者欄で21%、そして3位は図表欄の16%という結果を発表していた。」
訂正箇所（下線部）：「1位は本文で51%、2位は図表欄で36%、そして3位は著者欄の6%という結
果を発表していた。」
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このコーナーは、ライフサイエンスに関わる若手研究者の方に
リレー方式でご執筆いただいています。

はじめに

私は大学院時代から現在まで、生殖細胞の研究を行
っております。生殖細胞とは卵や精子の元となる細胞
群の総称で、「種」の保存に必須ではあるが「個体」の
生存には必須ではない、という点で生体を構成する他
の細胞とは性質を異にしていると言えるでしょう。そ
の特異性に魅せられて研究者としての道を歩き始めて、
やっと10年が経過しました。進むべき方向を手探りし
ながらふらふらと彷徨い、それでも私がなんとか研究
者として歩き続けることができているのは、頼りない
私を心配しながら叱咤激励してくださる先生方と、共
に励まし合いながら同じ道を歩いている仲間達のおか
げと、感謝の念に絶えません。自分の研究者生活を振
り返るにあたって、幸せに仕事をしていくには「出会
い」が如何に大切であったかをしみじみと感じていま
す。今回は、まだ短くはありますが私の研究人生の中
で出会った人・事・物について思いつくままに書いて
いこうと思います。

大学院 ー 生殖細胞との出会い

私が修士・博士課程の5年間を過ごした国立遺伝学研
究所（遺伝研）は関東と関西の狭間にあって、周りに
は自然が溢れ人工的な娯楽があまりないので研究に没
頭せざるを得ない、素晴らしい場所にあります。俗世
から隔絶された環境を刑務所になぞらえてか、研究所

に入ることを入所、卒業・就職して出ていくことを出
所と言い習わしていました。私が入所した相賀裕美子
先生の研究室には当時3つのテーマがあり、体節形成、
心臓形成、生殖細胞形成のどれかを選択できました。
正直に告白すれば、生殖細胞をテーマとして選択した
のは他の2つが難しすぎて良く分らなかったからです
が、それが生涯のテーマになろうとしているのだから
まぁきっと運命の出会いだったのでしょう。私は生殖
細胞特異的なRNA結合タンパク質NANOS3の機能解析
を行い、なんとか3報の論文を発表することができまし
たが、力不足もあって、根本的な機能に迫ることは出
来ませんでした。ただ良かったことは、手当たり次第
色んなことに挑戦したおかげで幅広い実験技術を身に
つけることができたという点です。最近は何でも外注
できますし、共同研究で他の研究者に依頼することも
よくありますので必ずしも全ての実験を自分でできる
必要はないかもしれません。しかし、一度自分で経験
した物事に対しては想像力が及びやすいものです。Aを
知りたければBという実験が使える、実はCも使えて、
その違いは・・・といったことを素早く思いつくには、
経験に勝るトレーニングはありません。「ちょっとやっ
てみようか」とフットワーク軽く動けるのも利点です。
もしこのコラムの読者に学生さんがいらっしゃるなら、
頭の柔らかい今のうちに、恐れずに面倒くさがらずに
色々な手法を学ばれることをお勧めします。

現職
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　テニュアトラック助教

経歴
2009年3月 東京大学大学院　理学系研究科　生物科学専攻　博士過程修了

博士（理）取得。
2009年5月 ベイラー医科大学産婦人科（Rajkovic研）博士研究員
2009年10月 ピッツバーグ大学　マギー婦人科研究所（Rajkovic研）博士研究員
2012年8月 現職

鈴木 仁美 先生 すずき　ひとみ先生

Profile Hitomi Suzuki



96(16) あいみっく　Vol.36-4 (2015)

留学先探し

博士課程も3年の夏頃、さすがにのんびり屋の私もポ
スドク先探しに重い腰をあげました。とはいっても書
いたメールは無精に2通のみ。1通は無視され、返事の
あった1通がアメリカのAleksandar Rajkovic先生（以
下Aleks）でした。貧乏学生で訪米する資金の無かった
私を気遣って、Aleksは電話インタビューにしてくれた
のですが、英語がまともに喋れなかった私には寧ろ高
いハードルでした。Aleksの言うことが聞き取れずに同
じことを3度繰り返させたのは、今でも赤面ものです。
あまりの英語のできなさに失望されたのか、音沙汰が
なくなり諦めかけていた頃、相賀先生が学会のついで
にAleksと会ってきて下さることになりました。本当に
どんな魔法を使ったでしょうか。相賀先生が彼と会っ
た翌日に「給料出してあげるからうちにおいで」とい
うメールが来たのでした。恐るべし相賀先生の魅力！
今でも頭があがりません。

アメリカ留学 ー医療につながる基礎研究とは

Aleks研究室ではマウス精巣と卵巣において生殖細胞
特異的に機能している転写因子 SOHLH1の機能解析を
行っていました。基礎研究がメインの研究室でしたが、
Aleks自身は産婦人科医でもありました。ミーティング
中に処置の指示を仰ぐ電話がかかってきて議論が中断
したり、手術で彼が呼び出されてしまって中止になっ
たりすることもしばしばで、常に「病院」の存在を身
近に感じる環境でした。また、ベイラー医科大学でも
マギー婦人科研究所でも、周囲の研究室の多くがいわ
ゆるBench-to-Bedsideを目指していました。私はアメ
リカに行くまで医学には無縁な基礎研究生活をおくっ

ていましたので、「医療につながる基礎研究」が建前で
はなく本音で行われていること自体が新鮮で、目から
鱗の思いでした。マウス発生学のような基礎の基礎た
る研究から如何に医療へつなげるか、という方法論を
留学中に学んだことは、私の研究の方向性に大きな影
響を与えています。

もうひとつアメリカで面白いと思ったのは「Genetic
Services Coordinator」（以下GSC）の育成・活用シス
テムが確立していることです。たとえば、研究者があ
る病態の患者さんの遺伝子を沢山集めて比較解析した
い、という場合にGSCを雇用します。GSCは医師から
紹介された、研究協力に興味のある患者さんと面談し、
研究の趣旨や患者さんへの負担等々を説明するととも
に、必要な書類手続きを一手に引き受けます。研究の
進行とともに再度連絡が必要な場合にも、GSCが連絡
と交渉を行います。医師と研究者の負担が大幅に軽減
できるとともに、患者と研究者の間にGSCが介在する
ことで個人情報が適切に管理できる、というのがこの
システムの大きな利点です。アメリカではGSCの資格
を取る2年間のコースが大学にあり、法的なことから基
礎的な医学まで幅広く勉強するのだそうです。Aleks研
でもGSCが1人いらして、早発性卵巣不全症が頻発す
る家系のSNP解析を行い、あがってきた原因候補遺伝
子の機能を我々ポスドクや学生がノックアウトマウス
で解析する、という形になっていました。聞くかぎり、
日本では治験コーディネーターはいてもGSCは一般的
でないようです。医師免許をもたない私のような研究
者にとっては患者さんと関わる研究へのハードルは高
くなかなか踏み切れません。日本でもGSCの需要はま
すます増えていくでしょうから、今後、教育システム
も含めて制度が整って行ことを期待しています。

テキサスに赴任直後の歓迎会にて　写真右下が筆者、右上端がAleks
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帰国

アメリカ生活も3年目に入りそろそろ帰国の算段をつ
けようかと考え始めた時、私の希望にぴったりなテニ
ュアトラック助教の募集が東京医科歯科大学から出さ
れました。着任は3ヶ月後。ちょうど研究所のフェロー
シップを取ろうとしていたところで、論文をまとめる
のにも1年はかかるだろう、という状態でしたので迷っ
たのですが、力試しのつもりで応募しました。ところ
が予想に反してあれよあれよという間に採用が決まり、
しかも着任時期に全く交渉の余地がない、ということ
も判明しました。研究所のフェローシップもとれて2年
間の地位が保証されたところだったので、これまた大
変悩みました。本当に悩みましたが、これを逃したら
もう帰国できないかもしれない、と腹をくくり、フェ
ローシップの取得に尽力してくれたAleksに頭を下げ、
帰国を決めたのでした。Aleksは最初こそ怒っていたも
のの、仁美が幸せになるなら、とマウスや抗体をいく
つも譲渡して下さいました。「研究者一人では全てを明
らかにすることは出来ないのだから、仲間と共同して
やっていくことがサイエンスの発展につながるんだよ」
といって、私の我が儘を寛容に許してくれた彼の助力
がなければ、現在の研究基盤を確立することはできな
かっただろうと思うと、感謝してもしきれません。3年
たった今でも私の誕生日にはメールをくださり何くれ
となく気にかけて頂いているので、結果をだすことで
恩返ししなくては！と自分を奮い立たせています。

一方でテニュアトラック制度の柔軟性のなさには憤
りすら感じます。他のテニュアトラック教員の方も状
況は私と似たり寄ったりで、皆さん帰国までの時間が
非常に短く、相当な無理をしたということでした。ま
た、3月に着任して3月中に数百万円のスタートアップ
資金を使い切らねばならなかった方もいて、一体なん

のための資金なのかと首を傾げてしまいます。日本型
テニュアトラックの問題点は色々ありますが、「留学す
ると帰国できないから寧ろ損だ」などという風潮もあ
る昨今、もう少し実用的で、海外留学者でも無理せず
帰国準備ができるようなシステムへと発展させていっ
て欲しいと切に願っています。

現在の研究とこれから

私は現在、留学時代の仕事を下敷きにしてマウス卵
巣の研究を行っています。卵巣には、卵の元となる未
熟で小さな卵子が休眠状態で多く蓄積されています。
それらは一斉に成熟するのではありません。大多数は
休眠を維持しつつ少数が成熟過程にはいる、というサ
イクルを繰り返すことによって、健康なヒトの女性で
あれば40年近い期間排卵を続けることが可能になって
いるのです。もしこの休眠と成熟のバランスがくずれ
ますと、一斉に成熟過程にはいってしまったり、全く
成熟しなくなってしまったりして、排卵できなくなり
ます。そうしますと不妊になってしまうだけでなく、
ホルモンのバランスが崩れて骨がもろくなったり、認
知症になりやすくなったり、様々な病気のリスクが上
昇することがあります。私はこのような病態が若齢の
うちにおこる早発性卵巣不全症の疾患モデルマウスを
用いて、卵子の休眠と成熟のバランスがどのように保
たれているのかを研究しています。

基礎研究に長く携わっていると、自分の研究が世の
中に直接貢献することはない、というやや卑屈な思い
に囚われがちになります。確かに私一人では決して
Bedsideへとたどり着くことは出来ないでしょう。しか
し、今までとこれからのご縁のある方々とともに、今
後数十年の研究生活のうちに、ヒトの病態との比較や
治療法開発へとつなげて行ければと考えています。

マウス新生児卵巣の免疫染色像　まるで葉を繁らせた大樹のようで美しい
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はじめに

全国がん登録開始の2016年1月まで残すところわず
かとなった。事業が軌道に乗れば世界最大規模で全国
単位のデータベースを構築することとなる。このよう
な全国がん登録が実現している国は多くはなく、アジ
アにおいては韓国と台湾、シンガポールの3国だ。中で
もシンガポールは、1968年にがん登録が開始され 1）、
国際がん研究機関（IARC）の刊行する5大陸のが
ん罹患（Cancer Incidence in 5 continents, CI5）の
第1巻から、イスラエル、日本（宮城県）と肩を並べて
データが掲載されている数少ない国の一つである 2）。

本稿では、筆者が2015年8月に視察した結果を基に、
アジアのがん登録をリードするシンガポールを紹介し
ながら、がん登録等の推進に関する法律（以下　がん
登録推進法）による2016年以降の日本のがん登録の姿
を想定してみたい 3）。

シンガポールがん登録の概要

シンガポールは、1965年にマレーシアから分離独立
した都市国家であり、東南アジアに位置し、面積は約
718km2、人口は2013年時点で約540万人である。日
本でいえば人口は北海道や兵庫県ほどであるが、面積
は東京都の区部より1割ほど大きい程度である。

1960年には既に、シンガポールではがんが死因の第
1位であり、1968年にがん登録が発足した。2007年に
は、全国疾病登録法（National Registry of Diseases Act）
が成立し 4）、法的な根拠があたえられ、2009年には
保健省の健康増進委員会（Health Promotion Board）
の 6部 中 の 1つ で あ る 全 国 疾 病 登 録 局 （ National
Registry of Diseases Office, NRDO）が登録業務を担
当することになった 5）。NRDは、2015年時点でChow
Khuan Yew部長の指揮下、疫学統計部門、登録業
務部門、データマネジメント部門、管理・財務部
門の4部門が置かれ、30名ほどのスタッフで運営され
ている。スタッフの教育には、米国の腫瘍登録士のプ
ログラムをそのまま採用している。登録業務部門には、

直属で品質管理部門が置かれている他、がん、心筋梗
塞（1987）、腎（1992）、脳卒中（2001）、臓器移植（2009）、
外傷（2011）、先天性異常（2012）の7つの全国疾病
登録分野があり、それぞれ開始されるに至った背景は
異なるものの、部門として統一された事業が推進され
て い る 。 日 本 の 脳 卒 中 登 録 や 、 世 界 的 に 名 高 い
MONICA研究（Monitoring of Cardiovascular Diseases）
など 6）、一部の地域で研究的要素を含みつつ実施されて
いるものはあるが、がん以外の疾病登録が制度的に実
現しているのは稀である。登録データの27.7%はがん
であるという。同部門のスタッフが横断的に登録業務
を担当することには、データ管理、データ解析、質問
対応等、同様の対応ができ、またデータ収集や ITシス
テムを統一できるなど、利点は多い。しかしながら、
スタッフが、全ての疾患に専門的な知識をもつことは
困難であり、業務管理の煩雑さや、ITの仕組みに高度な
処理能力が要求されるなどの課題もあるそうだ。

日本においても、法制化されたがん登録に次いで、
難病等、疾病登録に拡大する構想があることから、シ
ンガポールの体制は参考にはなるが、現在の国立研究
所の在り方から考えても、2016年に国立がん研究セン
ター内に発足するがん登録センター（仮称）が、その
がん登録のノウハウを活かして他の疾患をカバーする
組織に発展することは考えにくい。ただし、今後日本
で疾病登録が設立されるのであれば、登録間での死亡
情報の共有や、データベースの機器や電送網の統一は、
現実的な選択肢であろう。

シンガポールのがん登録は、全国疾病登録法により、
届出が義務化され悉皆登録が可能となり収集すべき情
報の量と内容のコントロールもできるようになった。
また、同法は、個人情報の保護と安全管理措置、デー
タ利用の明確さと透明性を担保していて、法的根拠の
確立の重要性を示している。全国疾病登録法の補助的
な法令として、2009年8月1日に、がん届出規則が公
布された 7）。届出規則には、定義、届出方法、届出
項目などが定められている。

◆ 特集 がん登録 ＜3＞

未来へ進め
〜シンガポールの疾病登録に見る我が国のがん登録の近未来

国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部

全国がん登録データセンター準備室

松田 智大



99(19)あいみっく　Vol.36-4 (2015)

情報の収集からデータベースへの登録まで

NRDOに提出される情報の形態は、紙か、電子デー
タのいずれかである。データの受渡しは、電送、手渡
し、又は追跡可能な郵送となっている。電子データは、
暗号化されてネットワーク上にアップロードされる。
これはE-notificationと呼ばれる方法で、安全性の確立
した転送プロトコル（sFTP）を通じて、一例ずつの届

出の場合にはe-cancer届出票を利用し、複数症例の場
合にはマイクロソフト社エクセルのスプレッドシート
形式での提出となる（図1）。2005年頃から医療機関か
らの情報提供を想定して整備され始めた電送網を用い
た、オンラインでの届出システムは、がん登録では
2009年から運用されていて、紙の届出の減少に大きく
役立っている。紙の割合は、2004年に全体の38%だ
ったものが、2014年に13%にまで減っている。

 
 

図1 オンライン届出システムインターフェース（https://www.nrdo.gov.sg/）
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電子化構想は、日本の全国がん登録と共通している。
我が国においても、電子データの暗号化を促進する電
子届出支援サイトの構築がされ、同時に、国立がん研
究センターが提供するHos-CanR（Plus又はLite）のよ
うな院内がん登録やそれに準じるがん登録情報データ
ベースからのデータ提出が想定されている 8）。さらに、
日本においても、近い将来に病院等からの届出に利用
する電送網の整備も構想されており、シンガポールと
同様の、徹底した電子化が計画されている。

主要な情報源である病理診断施設は、電子データを
転送する。sFTPでの移送、若しくは、暗号化されたデ
ータをEメールに添付する形式である。紙様式の場合に
は、書留郵便が使われる。その他の電子的に送付され
る情報源としては、病院からの患者の退院リスト、シ
ンガポール国立がんセンターからの届出がある。因

（ちな）みにシンガポール国立がんセンターでは、全国
がん登録の他に膀胱がんの登録を研究的に行っている。
治療施設からの届出も同時にある。放射線治療センタ
ー、パークウェイがんセンター、小児がんセンターが
それに当たる。これらの施設からは、暗号化ファイル
のメール添付によって提出がされる。その他、症例の
見つけ出しには、子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診
受診者リストが利用されている。症例の把握は、病理
診断によるものが 78%、病院のカルテからのものが
9%、病院の自発的届出が 13%、死亡情報からが
0.3%となっている。

届出項目を図2に示した。日本の届出項目と大きく違
う点はないが、国民登録番号（National Registration
Identification Card, NRIC）を記入する欄がきちんとあ
ることに着目したい。また、外国人であれば、短期滞

 
 

図2 シンガポールがん登録届出票
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在者のパスポート番号や、長期居住者の登録番号
（Foreign Identification Number, FIN）の番号を記載す
ることになっている。ヨーロッパにおいて、スイスの
ように非常に多くの項目を収集している国もあるが、
シンガポールでは、届出項目を拡大しようという要望
も計画もないという。

法律により届出が義務づけられている腫瘍は、悪性
新生物、上皮内がん、良悪不詳腫瘍、脳神経その他中
枢神経系に発生した全ての腫瘍となっていて、この点
も日本と変わらない。シンガポールではいわゆる医療
ツーリズムも盛んであるが、外国人についても登録し
ている。

データ管理

全 国 疾 病 登 録 シ ス テ ム （ National Registry of
Diseases System, NRDS）は、IBM社製のAIXで運用さ
れるサーバで構築し、政府のデータセンターで、最高
レベルのセキュリティをもって管理している。所在は
非公開となっていて、データ分析は、サーバからラッ
プトップコンピュータにデータをダウンロードした上
で、オフラインで行われる。

提出された情報を整理し、インポートモジュールを
介してNRDSへのインポートが行われる。医療機関から
のデータ送信は毎月行われ、診断日又は治療開始から3
か月後を届出のタイミングとしている。品質管理は、
インポート又は入力時に行われ、重複症例の確認も行
われる。この段階で、いわゆる出生・死亡登録と月次
処理で照合し、個人情報の確認と、DCO症例の確定が
行われる。

インポート後の照合の結果、新規のがん症例であれ
ば、新規の登録を作成し、既登録の症例であれば、登
録の更新を行う。品質管理において、登録情報が完全
である場合にはそこで作業終了となるが、不完全であ
る場合には情報の補完を行う。病院は国全体でおよそ8
割が公立、2割が私立で、NRDOの登録業務部門スタッ
フは、公立病院に関しては、診療情報に直接遠隔アク
セスすることができる。私立病院においては、研究員
や登録業務部門スタッフが追加情報の提出依頼をする、
若しくはリストをもって病院を訪問することで、デー
タを補完することになっている。

尚、照合にはNRIC等、ID番号のみを利用しており、
氏名は利用していない。ID番号にはチェックデジット
が組み込まれており、また医療情報との関連でチェッ
クされることから、記載ミスによる誤照合を防ぐこと
ができる。登録に関する全ての書類には ID番号が記載
されており、データ照合に利用されている。

セキュリティと精度管理

2010年より、情報セキュリティマネジメントシステ
ム（Information Security Management System, ISMS）

の発想を取り入れ、ISO-27001の認定をされている。
ISMSの発想は、情報の集中化と、リスク評価、最小限
の許容範囲にリスクを減少させる安全管理措置からな
り、データを取り扱うものに対する教育を含んでいる。

データベースの暗号化にはハードウェアセキュリテ
ィ モ ジ ュ ー ル （ HSM） の 技 術 を 利 用 し て 、 ACS

（Administrator Card Set）やOCS（Operator Card Set）
という ICカード（又はUSBメモリ）認証を採用し、暗
号鍵の管理に物理的な安全管理措置を講じている。

システムセキュリティとしては、データ漏洩の技術
的な防止と、許可されていない者にアクセスさせない
ことを重要視して対策している。データ送信では、発
信元で暗号化され、宛先で複合化されるエンドツーエ
ンド暗号化（Oracle TDE Transparent Data Encryption）
をもって対応しており、NRICなどの個人識別情報は、
暗号化されるかスクランブルされて、匿名性を担保し
ている。

NRDSへのアクセス状況の確認は毎月、監査証跡の報
告は半年に一度、外部監査も定期的に実施されている。
全ての端末PCは、ハードディスクレベルで暗号化され
ている。オフラインPCは最も外部からの侵入等に脆弱
であると考え、ACS、OCSを用いてアクセス制限する
ことで、セキュリティを確保している。個人的な外部
媒体を接続することは許可されておらず、暗号化の仕
組みが組み込まれたNRDO指定のフラッシュドライブ
のみが使われている。さらに、物理的な安全管理措置
として、NRDOの登録室には監視カメラも設置されて
いる。

データ分析は、スナップショットファイルと呼ばれ
る断面的データを、毎年半ばにダウンロードし、パー
ソナルオラクルとMySQLサーバに移動して、STATA®

などのパッケージを利用して分析を行う。NRDS上で分
析を行わないことは、セキュリティ確保の意味合いが
強いが、NRDSがもつ分析モジュールが柔軟性に欠ける
こともその理由であるという。定期的なスナップショ
ットファイルの作成は、政府によるがん対策の急なニ
ーズや、メディアからの質問への対応に迅速に応える
意味でも必要な作業で、作成されたスナップショット
ファイルは、暗号化されて、分析を許可されたEメール
アカウントに送られる。

何故がん登録のみにこれほどの予算を割き、厳重に
管理するか、という問いに対しては、情報が高度にプ
ライバシーに関わるもので、また、保険会社等にとっ
ては、金銭的価値があるということが回答としてあげ
られる。病院等は、時に暗号化を忘れてデータ提出を
することがあるという。これだけのセキュリティ対策
を講じていても、人的なミスにより情報漏洩などが起
きるリスクはゼロにできない。

データの品質管理は、全国疾病登録法に基づいて行
われている。精度指標は、非常に安定した推移を示し
ており、MV%（顕微鏡によって診断がされた症例の割
合）は91%、DCO（死亡票のみの情報）は、1%とな
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っている。診断から登録までの平均的な日数は2005年
において、80日から160日、中間報告は6か月で行い、
最終的な報告を1年以内に行われる。報告時にはデータ
ベース上の ICD-O-3から ICD9に変換して集計している。

法 律 に 基 づ い て 、 品 質 管 理 シ ス テ ム （ Quality
Management System, QMS）の発想が採用されてい
る。「品質に関して組織を指揮し、管理するためのマネ
ジメントシステム」と説明されるもので、責任の管理、
情報源の管理、製品の実現過程、計測方法の分析とそ
の向上を目指した、製造業などで、効率性や低価格等
と表裏一体に、品質を維持する観点で採用されている
もので、ISO9000シリーズとしてその規格が定められ
ている。

がん登録データの利用

がん登録データは、一般的ではあるが、罹患率、生
存率、死亡率、有病数による負担を軽減することに用
いられており、医療資源の配分や予測にも定期的に利
用されている。報告書は、NRDOのウェブサイトに掲
載され、公表されている 9）。このように、集計値は、外
部に公開されており、公表値とオンデマンドで作られ
た個別データセットでは、利用方法や匿名化のルール
が異なっている。個別データセット利用は、がん登録
を初めとする全7登録合わせて毎年100件程度申請があ
る。がん登録でいえば、開始年の1968年データから全
ての利用が可能だ。シンガポール大学医学部は、定期
的ながん登録データの利用者となっている。

日本の地域がん登録のデータ利用は、都道府県によ
ってその頻度は異なるものの、活発に行われてきた。
NPO法人地域がん登録全国協議会の調査によれば、平
成25年度の都道府県の地域がん登録データ利用申請数
は全国合計で170件であり、7登録合計とはいえ、シン
ガポールのデータ利用頻度は遙かに高い。日本での定
期的なデータ利用は、例えば東北大学であったり、大
阪府立成人病センターであったり、放射線影響研究所
が、データ作成の委託を受けていると同時に、利用者
としてデータ分析をする役割も担っていることによる
部分が大きい。全国がん登録の開始に伴い、研究者に
対して、データ利用の準備ができたので活用をしてほ
しいと受け身の姿勢を取るだけでは、法律の理念であ
る積極的なデータ活用は実現しないかもしれない。

利用申請には、集計値と個別データがある。個別デ
ータは、NRDOの管理するデータのみと、利用者がも
つ名簿データとNRDO管理データをリンケージしたデ
ータの2種類を指す。個別データの解析は、研究者が
NRDOに来訪して実施することになっており、しかも
そこで扱うのは匿名化された個別データ、かつ出力は
集計値のみと徹底している。個別データは、「NRDO
Micro Access Lab」と呼ばれるオンサイトのデータ解
析室で許可されている。設置されているPCは、USBポ
ートが無効化されていて、インターネットからは隔離

された、スタンドアローンのネットワーク内に構築さ
れている。

データ解析室のアイディアは、日本でも提案された
ことがあるが、日本の人口の規模と居住地の分散、が
ん対策における均てん化を考えると、どの地方自治体
でも、誰でもがん対策、がん研究ができるようにデー
タを提供する、があるべき姿であろう。匿名化の方針
の明確化と、安全なデータ移送方法を確立した上でデ
ータ提供体制整備を進めるのが、日本の方向性ではな
かろうか。シンガポールにおいても、データ利用のニ
ーズの高まりから、Staple datasetとして、一定の目的
においては、匿名化個別データを提供する動きがある。
国際的な研究（CI5など）は例外的に個別データの外部
への提出が許可されている。匿名化の方法は、基本的
には氏名、NRIC等の番号、診療録番号、住所などの削
除であるが、その他にも日付は日が落とされ、生年月
日や診断日の代わりに、年齢や期間等が提供される。
外れ値や、5例以下の集計値は欠損値に置き換えられる
といった処理がされる。

データの利用者を大別すると、保健省、研究者、病
院の3者である。保健省は定期的に申請を行い、OECD
や上記CI5等へのデータ提供、がん罹患や有病数の将来
推計とそれに基づく医療資源の適正な配置、医療経済
分析、病院等の医療の質の評価、がんの負担の評価な
どに利用している。近年では、DALYsやYLL、YLDの算
出がされ、医療資源の配分に寄与しているという 10）。
日本においても、こうした研究は登場し始めているが、
政策に反映されるまでには至っていない。NRDOの疫
学部門が、国のデータ分析に携わっていて、登録部門
等からは独立している。しかしながら、組織としての
評価には、原著論文等、研究的要素は重視されないと
いう。行政機関としてのがん登録という位置づけが明
確化されていることは、研究団体が母体であることが
多い欧米のがん登録とは一線を画している。人口規模
が小さいことから、解釈は基本的にプールデータ対し
て行われ、5年ごとに、罹患数・率の詳細な解釈と、ト
レンド解析と生存率の報告がされる 11）。因（ちな）み
に、2010〜2014年の報告結果では、男性では①大腸、
②肺、③前立腺、④肝、⑤悪性リンパ腫の順で罹患数
が多く、女性では①乳房、②大腸、③肺、④子宮体部、
⑤卵巣の順となっている。

研究者の利用としては、近年では子宮頸がんを初め
としたHPV関連がんの研究、栄養素と乳がん罹患の研
究などが進められている 12,13）。コホート研究や、企業の
社員データとの照合利用が多い。NRIC番号等の患者 ID
は、リンケージ後にはキーコードに変換され、研究番
号は削除され、診断日等の開始日、生年月日の日を落
とす等の処理がされて研究者に提供される。リンケー
ジ処理にかかる時間はデータセットの規模にもよるが2
〜3週間である。病院の利用は、今後の患者数を推計す
るようなものから、研究者利用的なものまで幅広い。
民間企業による個別データ利用は現時点で許可されて
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いない。
データ利用における審査は委員会等の組織によるも

のではなく、保健省の内部での決裁となる。データ利
用の申請があってから、保健省の許可が出るまでには1
〜2週間であり、急を要する際は1〜2日で許可が下り
る場合がある。データ利用申請は、オンラインで行わ
れるが、紙の申請書にサインをし、スキャンしたもの
をメールで添付することでも可能で、申請書の「原本」
は重要ではない。がん登録自体の電子化を急速に進め
る以上、それにかかる全ての事務が電子化されること
はごく自然であろう。

利用許可を出す主体は保健省であり、第3者をメンバ
ーとした審議会で利用や提供の許可が下りる日本の体
制とは大きく異なる。提供するデータを匿名に限り、
かつ個別データはオンサイトの解析室で行うことがそ
の制度を担保しているといるだろう。日本のがん登録
推進法成立の過程には、患者の意向が強く反映されて
おり、情報利用についての透明性を確保する方針がこ
うした仕組みの基となっている。

全国がん登録情報は、法第17条等によって、都道府
県がん情報は、法第18条等に基づいて利用・提供が実
施される。法第20条に基づく病院等への提供以外には、
全て審議会等による申請への諾否が想定されているが、
利用者にとっては、このプロセスの簡易性及び迅速性
いかんによって、データ利用へのモチベーションが大
きく左右されることになる。以前、日本の厚生労働省
管轄の公的統計の2次利用は迅速性において悪評が高
く、必然性がない限り、その利用が敬遠されてきた。
全国がん登録のコンセプトが、電子化、迅速化である
ことから、データ利用・提供に関しても、そのコンセ
プトが貫かれることを期待したい。

もう一つの利用申請形態として、NRDOの管理する
死亡データとの照合がある。利用者の所有する名簿デ
ータに死亡日と死因を付与して分析に利用するものだ。

National Death Indexと呼ばれる米国の仕組みを日
本でも実現しようという構想は以前からある。シンガ
ポールでは疾病登録がこの汎用的死亡データ利用を実
現している。日本においても、死亡データの汎用利用
は今後の大きなチャレンジとなろう。

データの政策活用

がん登録のデータは、計画、研究、評価、教育の4分
野で積極的に活用されている。
「計画」としては、政府の「データシェアイニシアテ

ィブ」という分野を超えたデータ共有政策に利用され、
data.gov.sgというサイトにて、毎年新規のデータが公
表されている 14）。このサイトでは、健康に限らず、開
発、経済、教育、環境、財政、社会、技術、交通の分
野での様々なデータが公表されていて、研究利用が促
進されている。

シンガポール乳がん検診計画（Breast Screening
Singapore, BSS）、 シ ン ガ ポ ー ル 子 宮 頸 が ん 計 画

（Cervix Screening Singapore, CSS）にもデータは利用
されており、家族歴、職業、読影の技術などの分析が
されている 15）。検診受診割合は日本同様、決して高く
ないようであるが、例えば、がん対策の評価は、BSSの
効果（罹患率が上昇し、死亡率が下がる）を観察する
ことによって行われている。

国が保有する他のデータベース同士のリンケージは
実現に至っていない。法律同士の関係が問題となって
いる。日本においては、がん登録推進法が、他の情報
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源との連携を実現可能なものとしているため、統計法
等、他の法律の改正のみで、今後実現に至る可能性は
高い。

政府の保健医療PR活動には、より健康的なライフス
タイルを、というものと、がん検診を受診勧奨するも
の、がんの周知月間、などがある。がん登録データを
一般の注目を集めるために利用しており、メディア対
応チームを編成している。現状は、全国疾病登録法が
あるということが、がん登録を維持している。人々は
がん登録や法律のことを概ね知っており、政策推進と
安全管理のバランスが保たれている。国民は、医師や専
門家がデータの利用をすることについて、一定の理解を示
しているそうだ。

おわりに

シンガポールのがん登録はアジアでは最先端を走っ
ており、学ぶべきところは多い。無論、都市国家とし
てのフットワークの軽さという他国にはまねできない
アドバンテージはあるものの、ISOの取得や、製造業に
おける品質管理手法の採用、米国の腫瘍登録士の資格
の利用など、合理化、省力化できる部分では、大胆に
既存の汎用システムを利用する割り切りが見られる。
独自開発にこだわらず、既存のものを効率よく利用す
ることは、日本でも見習うべきことであろう。

日本のがん登録はこれから世界的にも未知の領域に
突入する。1億3000万人をカバーした疾患データベー
スを作成し、がん対策に活かすことができれば、超高
齢社会を目の前にした危機的状況をも打開できるかも
しれない。IT、緻密さ、オールジャパン等、日本が得意
とするキーワードが全て含まれたがん登録事業は、世
界の登録事業の試金石となろう。かつて先進的であっ
た分野で他国に追い抜かれるケースは、学術、産業等
多々存在する。しかしながらそれを取り戻すこともま
た可能であることはスポーツでも証明されている。
1950年代に開始された由緒あるがん登録事業の「お家
芸復活」となるかは、我々日本人全員にかかっている
のだ。

人口の高齢化に伴うがん患者の爆発的な増加と、人
的・金銭的医療資源の不足は確実に訪れる事実である。
現在の無作為は、数十年後につけとして確実に我が身
に返ってくることになる。患者団体、国会議員、地方
自治体、厚生労働省など多くの関係者が一肌脱いだこ
とによって、がん登録推進法という小さいけれども偉
大な一歩が刻まれた。未来に向けて歩みを進める義務
を私たち国民は負っている。
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■2017年4月の消費増税時に財務省が導入をめざす「還付制度」。マ
イナンバー（個人番号）カードを持ち歩き買い物のたびに還付分をポ
イントとして蓄積、さらにマイナンバーに関する手続きに使うマイナ
ポータルで一定期間ごとにオンラインで還付申請をするそうです。個
人番号さえ知っていればカード交付は不要だろうと考えていたのです
が、カードを利用する/利用しない、どちらを選んでもすっきりしない
気分です。（あまのじゃく）
■品川プリンスホテル内にあるHAPUNAというお店の食べ放題に行っ
てきました。売りの1つはゆで蟹ですが、どのお料理もとても美味し
く、デザートは種類も豊富でショーケースから一つずつ取ってもらう
スタイルでした。食べ放題の陥りやすいワナとして「盛りすぎ」があ
りますが、これは、視覚的に脳が「たくさん食べた」という錯覚に陥
り満腹感につながるリスクがあるそうです。…と、たくさん食べるコ
ツをかきましたが、食べ放題で1番大事なのは「苦しくなる前にやめ
ておく」これですね！（スー）

■読書の秋、睡眠の秋など秋は「〜の秋」と表現されますが、みなさ
んの秋はいかがでしょうか。私は週末に趣味のスポーツ自転車で美味
しいと噂されるお店へランチに出掛ける「スポーツの秋」と「食欲の
秋」を満喫しています。体を動かした後の食事の美味しさは格別で、
ついつい食べ過ぎてしまうのですが、往復の自転車で摂取カロリーが
帳消しになっていると信じて必死にペダルを漕いでいます…。（パクパ
ク）
■先日、息子の中学校の文化祭に行き、男子校を満喫している息子を
発見。大学 1年生の娘は、12月の定期演奏会に向けて、猛練習中。

「若いっていいな」と思ったら、実家の母は、最近始めたダンスの大会
を観に北海道に行くと、えらく楽しみな模様。ラグビーファン歴65年
以上の父は、ワールドカップ開催後も未だコーフン冷めやらぬ様子。

「老いて充実は尚良し」…老若男女に刺激され、来年は、「リア中」（リ
ア充な中年）を目指します！（SNM48）

作・絵

A. K.

編集後記
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